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認
知
症
施
策
推
進
基
本
計
画

（
基
本
計
画
）が
２
０
２
４
年
末
、

閣
議
決
定
さ
れ
た
。「
同
年
施
行

の
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る

た
め
の
認
知
症
基
本
法（
基
本

法
）」に
基
づ
き
、
認
知
症
に
な
っ

て
も
希
望
を
持
っ
て
自
分
ら
し
く

暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
と

い
う「
新
し
い
認
知
症
観
」
を
打

ち
出
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
幹

部
は
19
年
に
決
定
さ
れ
た「
認
知

症
施
策
推
進
大
綱（
大
綱
）」か
ら

の
流
れ
を
振
り
返
り「
漸
く
此
処

ま
で
来
た
。
次
は
自
治
体
が
ど
↘

う
取
り
組
む
か
だ
」と
話
す
。

認
知
症
に
対
し
て
は
依
然
、「
何
も
分
か
ら
な
く
な
る
」と

の
根
強
い
偏
見
が
無
く
な
ら
ず
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
い
る

当
事
者
、
家
族
は
少
な
く
な
い
。
40
年
に
は
高
齢
者
の
３
人

に
１
人
が
認
知
症
や
そ
の
前
段
の
軽
度
認
知
障
害
に
な
る
と

推
計
さ
れ
、
誰
も
が
当
事
者
に
成
り
得
る
。
基
本
計
画
は
認

知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
い
現
状
を
改
善
す
る
狙
い

を
込
め
、
認
知
症
の
人
の
社
会
参
加
機
会
の
確
保
等
を
謳
っ

て
い
る
。

計
画
は
29
年
迄
の
５
年
間
が
対
象
だ
。
当
事
者
の
視
点
を

踏
ま
え
、
①
学
校
や
職
場
で
認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
教

育
を
推
進
、
②
認
知
症
の
人
に
便
利
な
交
通
手
段
の
確
保
、

製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
③
本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
開
催

や
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
活
動
の
推
進
、
④
認
知
症
の
原
因
解
明
↘

怠
っ
た
人
、
と
い
う
誤
解
を
助
長
す
る
」と
の
批
判
を
受
け
、

予
防
に
関
す
る
数
値
目
標
等
は
削
除
さ
れ
た
も
の
の
、「
認

知
症
に
な
る
の
を
遅
ら
せ
る
」「
認
知
症
の
進
行
を
緩
や
か
に

す
る
」と
い
う
趣
旨
の
予
防
が
強
調
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
た
基
本
法
の
制
定
も
曲
折
が
有
っ
た
。
19
年

６
月
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
与
党
案
は
第
１
条
で「
予
防
等

の
推
進
」に
触
れ
た
上
で
、「
施
策
の
推
進
」を
重
視
し
て
い

た
。
し
か
し
、
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
等
、
当
事
者
団
体

等
か
ら
は
認
知
症
の
人
の
権
利
や
尊
厳
の
保
持
を
求
め
る
声

が
高
ま
っ
た
。「
当
事
者
中
心
の
法
律
に
」と
の
要
望
に
与
党

も
折
れ
、
仕
切
り
直
し
と
な
っ
た
。

そ
し
て
21
年
６
月
に
は
超
党
派
の
議
員
連
盟
が
発
足
、
当

事
者
も
加
わ
っ
て
議
論
を
進
め
、
23
年
６
月
に
基
本
法
と
し

て
成
立
す
る
。第
１
条
か
ら
は「
予
防
」の
文
言
が
消
え
、「
認

知
症
の
人
と
の
共
生
社
会
の
実
現
」を
目
的
と
し
た
内
容
と

な
っ
た
。

こ
の
基
本
法
で
国
の
責
務
と
さ
れ
た
の
が
、
今
回
の
基
本

計
画
策
定
だ
。
計
画
で
は
基
本
法
に
沿
っ
て「
当
事
者
の
参

加
」が
重
視
さ
れ
、「
予
防
」に
関
す
る
ト
ー
ン
は
弱
め
ら
れ

た
。
基
本
法
の
議
論
を
見
守
っ
て
来
た
厚
労
省
幹
部
は「
や

は
り
当
事
者
の
方
や
家
族
が
議
論
に
入
っ
た
事
が
大
き
か
っ

た
」と
言
う
。

基
本
法
は
都
道
府
県
や
市
区
町
村
に
は
当
事
者
や
家
族
の

声
を
聞
き
、
国
の
基
本
計
画
に
沿
っ
た
推
進
計
画
の
策
定
を

す
る
努
力
義
務
を
課
し
て
い
る
。
今
後
は
自
治
体
に
よ
る
当

事
者
ら
の
意
向
を
踏
ま
え
た
計
画
作
り
や
施
策
の
展
開
が
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
。
只
、
国
の
基
本
計
画
も
理
念
が
中
心
で
、

「
何
が
出
来
る
の
か
」と
困
惑
し
て
い
る
自
治
体
も
少
な
く

な
い
。
こ
う
し
た
自
治
体
に
対
す
る
国
の
支
援
が
不
可
欠
と

な
る
。

厚
労
省
幹
部
は「
基
本
法
、
基
本
計
画
は
当
初
想
定
し
て

い
た
内
容
に
近
い
も
の
に
落
ち
着
い
た
」と
言
い
つ
つ
、
自

治
体
の
動
向
に
は
懸
念
も
口
に
す
る
。「
ま
だ
ま
だ
自
治
体

に
よ
る
温
度
差
が
大
き
い
。
し
っ
か
り
と
支
え
、『
形
だ
け
整

え
れ
ば
い
い
』と
い
う
市
区
町
村
に
目
を
光
ら
せ
る
必
要
が

あ
る
」。

や
診
断
法
、
治
療
法
に
関
す

る
研
究
を
推
進
―
―
等
12
の

基
本
的
施
策
を
推
進
す
る
と

し
て
い
る
。

「
経
済
産
業
省
色
を
か
な

り
薄
め
る
事
は
出
来
た
」。

基
本
計
画
に
関
し
、
厚
労
省

幹
部
は
そ
う
語
る
。
国
の
認

知
症
の
施
策
を
巡
っ
て
は
、

認
知
症
の
人
と
の「
共
生
」に
重
き
を
置
く
同
省
と
、ヘ
ル
ス

ケ
ア
産
業
の
振
興
に
結
び
付
け
た
い
経
産
省
と
の
綱
引
き
が

続
い
て
来
た
。
経
産
省
が
幅
を
利
か
せ
て
い
た
安
倍
晋
三
元

首
相
政
権
下
で
策
定
さ
れ
た「
大
綱
」は
、認
知
症
の「
予
防
」

が
前
面
に
出
て
い
た
。「
認
知
症
に
な
っ
た
人
は
予
防
を
↖

第
203
回 

認
知
症
施
策
推
進
基
本
計
画
決
定
で
自
治
体
は
ど
う
動
く
か


